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令
和
３
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
お
け
る

改
定
事
項
に
つ
い
て

本
資

料
は

改
定

事
項

の
概

要
を

お
示

し
す

る
も

の
で

あ
り

、
算

定
要

件
等

は
主

な
も

の
を

掲
載

し
て

い
ま

す
。

詳
細

に
つ

い
て

は
、

関
連

の
告

示
等

を
御

確
認

く
だ

さ
い

。

1



19
2

①
１
（
１
）①

感
染
症
対
策
の
強
化
★

②
１
（
１
）②

業
務
継
続
に
向
け
た
取
組
の
強
化
★

③
３
（
２
）①

C
H
A
S
E
・
V
IS
IT
情
報
の
収
集
・活

用
と
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
推
進
★

④
４
（
１
）⑥

人
員
配
置
基
準
に
お
け
る
両
立
支
援
へ
の
配
慮
★

⑤
４
（
１
）⑦

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
強
化
★

⑥
４
（
２
）④

会
議
や
多
職
種
連
携
に
お
け
る
IC
T
の
活
用
★

⑦
４
（
３
）①

利
用
者
へ
の
説
明
・同

意
等
に
係
る
見
直
し
★

⑧
４
（
３
）②

員
数
の
記
載
や
変
更
届
出
の
明
確
化
★

⑨
４
（
３
）③

記
録
の
保
存
等
に
係
る
見
直
し
★

⑩
４
（
３
）④

運
営
規
程
等
の
掲
示
に
係
る
見
直
し
★

⑪
６
②
高
齢
者
虐
待
防
止
の
推
進
★

⑫
６
④
地
域
区
分
★

改
定
事
項

全
サ
ー
ビ
ス
共

通

2



3

○
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

に
、

感
染

症
の

発
生

及
び

ま
ん

延
等

に
関

す
る

取
組

の
徹

底
を

求
め

る
観

点
か

ら
、

以
下

の
取

組
を

義
務

づ
け

る
。

そ
の

際
、

３
年

の
経

過
措

置
期

間
を

設
け

る
こ

と
と

す
る

。
【

省
令

改
正

】

・
施

設
系

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
現

行
の

委
員

会
の

開
催

、
指

針
の

整
備

、
研

修
の

実
施

等
に

加
え

、
訓

練
（

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

）

の
実

施
・

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

（
訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

、
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

、
短

期
入

所
系

サ
ー

ビ
ス

、
多

機
能

系
サ

ー
ビ

ス
、

福
祉

用
具

貸
与

、
居

宅
介

護

支
援

、
居

住
系

サ
ー

ビ
ス

）
に

つ
い

て
、

委
員

会
の

開
催

、
指

針
の

整
備

、
研

修
の

実
施

、
訓

練
（

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

）
の

実
施

等

概
要

１
．
①

感
染

症
対

策
の
強

化

【
全

サ
ー

ビ
ス

★
】

3



4

○
感

染
症

や
災

害
が

発
生

し
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

必
要

な
介

護
サ

ー
ビ

ス
が

継
続

的
に

提
供

で
き

る
体

制
を

構
築

す
る

観
点

か
ら

、
全

て
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
を

対
象

に
、

業
務

継
続

に
向

け
た

計
画

等
の

策
定

、
研

修
の

実
施

、
訓

練
（

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

）
の

実
施

等
を

義
務

づ
け

る
。

そ
の

際
、

３
年

間
の

経
過

措
置

期
間

を
設

け
る

こ
と

と
す

る
。

【
省

令
改

正
】

概
要

１
．
②

業
務

継
続

に
向

け
た
取

組
の
強

化

（
参
考
）
介
護
施
設
・
事
業
所
に
お
け
る
業
務
継
続
計
画
（
BC
P）

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て

【
全

サ
ー

ビ
ス

★
】

4



93

○
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

と
科

学
的

介
護

の
取

組
を

推
進

し
、

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上
を

図
る

観
点

か
ら

、
以

下
の

見
直

し
を

行
う

。
ア

施
設

系
サ

ー
ビ

ス
、

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
、

居
住

系
サ

ー
ビ

ス
、

多
機

能
系

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
C
H
A
S
E
の

収
集

項
目

の
各

領
域

（
総

論
（

A
D
L
）

、
栄

養
、

口
腔

・
嚥

下
、

認
知

症
）
に

つ
い

て
、

事
業

所
の

全
て

の
利

用
者

に
係

る
デ

ー
タ

を
横

断
的

に
C
H
A
S
E
に

提
出

し
て

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
を

受
け

、
そ

れ
に

基
づ

き
事

業
所

の
特

性
や

ケ
ア

の
在

り
方

等
を

検
証

し
、

利
用

者
の

ケ
ア

プ
ラ

ン
や

計
画

へ
の

反
映

、
事

業
所

単
位

で
の

P
D
C
A
サ

イ
ク

ル
の

推
進

・
ケ

ア
の

質
の

向
上

の
取

組
を

評
価

す
る

加
算

を
創

設
す

る
。

そ
の

際
、

詳
細

な
既

往
歴

や
服

薬
情

報
、

家
族

の
情

報
等

よ
り

精
度

の
高

い
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

項
目

を
提

出
・

活
用

し
た

場
合

に
は

、
更

な
る

評
価

を
行

う
区

分
を

設
定

す
る

。
【

告
示

改
正

】
※

提
出

・
活

用
す

る
デ

ー
タ

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ビ
ス

ご
と

の
特

性
や

事
業

所
の

入
力
負

担
等

を
勘

案
し

た
項

目
を

設
定

。

イ
C
H
A
S
E
の

収
集

項
目

に
関

連
す

る
加

算
等

に
お

い
て

、
利

用
者

ご
と

の
計

画
書

の
作

成
と

そ
れ

に
基

づ
く

P
D
C
A
サ

イ
ク

ル
の

取
組

に
加

え
て

、
デ

ー
タ

提
出

と
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

の
活

用
に

よ
る

更
な

る
P
D
C
A
サ

イ
ク

ル
の

推
進

・
ケ

ア
の

質
の

向
上

を
図

る
こ

と
を

評
価

・
推

進
す

る
。

【
告

示
改

正
】

※
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
に

つ
い

て
記

載
。

こ
の

ほ
か

、
通

所
介

護
や

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

の
個

別
機

能
訓

練
加

算
に

お
け

る
新

た
な

区
分

の
創

設
や

、
リ

ハ
ビ

リ
、

栄
養

関
係

の
加

算
に

お
け

る
要

件
化

を
実

施
。

ウ
介

護
関

連
デ

ー
タ

の
収

集
・

活
用

及
び

P
D
C
A
サ

イ
ク

ル
に

よ
る

科
学

的
介

護
を

推
進

し
て

い
く

観
点

か
ら

、
全

て
の

サ
ー

ビ
ス

（
居

宅
介

護
支

援
を

除
く

）
に

つ
い

て
、

C
H
A
S
E
・

V
IS
IT
を
活

用
し

た
計

画
の

作
成

や
事

業
所

単
位

で
の

P
D
C
A
サ

イ
ク

ル
の

推
進

、
ケ

ア
の

質
の

向
上

の
取

組
を

推
奨

す
る

。
居

宅
介

護
支

援
に

つ
い

て
は

、
各

利
用

者
の

デ
ー

タ
及

び
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

情
報

の
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
へ

の
活

用
を

推
奨

す
る

。
【

省
令

改
正

】

概
要

３
．
（
２
）
①

C
H
A
S
E
・
V
IS
IT
情

報
の
収

集
・
活

用
と
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
推

進
①

【
全
サ
ー
ビ
ス
★
】

※
令

和
３

年
度

か
ら、

CH
AS

E・
VI

SI
Tを

⼀
体

的
に

運
⽤

す
る

に
あ

た
って

、科
学

的
介

護
の

理
解

と浸
透

を図
る

観
点

か
ら、

以
下

の
統

⼀
した

名
称

を
⽤

い
る

予
定

。
科
学
的
介
護
情
報
シ
ス
テ
ム

（
Lo

ng
-t

er
m

 c
ar

e 
In

fo
rm

at
io

n 
sy

st
em

 F
or

 E
vi

de
nc

e︔
LI
FE

ラ
イ
フ）

5



95

＜
運

営
基

準
（

省
令

）
＞

○
サ

ー
ビ

ス
毎

に
、

以
下

を
規

定
。

（
訪

問
介

護
の

例
）

指
定

訪
問

介
護
事

業
者

は
、

指
定

訪
問

介
護

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

法
第

百
十

八
条

の
二

第
一

項
に

規
定

す
る

介
護

保
険

等
関

連
情

報
そ

の
他

必
要

な
情

報
を

活
用

し
、

適
切

か
つ

有
効

に
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

基
準

（
ウ

）

３
．
（
２
）
①

C
H
A
S
E
・
V
IS
IT
情

報
の
収

集
・
活

用
と
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
推

進
③

【
全

体
像
】

6



11
4

○
介

護
現

場
に

お
い

て
、

仕
事

と
育

児
や

介
護

と
の

両
立

が
可

能
と

な
る

環
境

整
備

を
進

め
、

職
員

の
離

職
防

止
・

定
着

促
進

を
図

る
観

点
か

ら
、

各
サ

ー
ビ

ス
の

人
員

配
置

基
準

や
報

酬
算

定
に

つ
い

て
、

以
下

の
見

直
し

を
行

う
。

【
通

知
改

正
】

・
「

常
勤

」
の

計
算

に
当

た
り

、
職

員
が

育
児

・
介

護
休
業

法
に

よ
る

育
児

の
短

時
間

勤
務

制
度

を
利

用
す

る
場

合
に

加
え

て
、

介
護

の
短

時
間

勤
務

制
度

等
を

利
用

す
る

場
合

に
も

、
週

3
0
時

間
以

上
の

勤
務

で
「

常
勤

」
と

し
て

扱
う

こ
と

を
認

め
る

。
・

「
常

勤
換

算
方

法
」

の
計

算
に

当
た

り
、

職
員

が
育

児
・

介
護

休
業

法
に

よ
る

短
時

間
勤

務
制

度
等

を
利

用
す

る
場

合
、

週
3
0

時
間

以
上

の
勤

務
で

常
勤

換
算

で
の

計
算

上
も

１
（

常
勤

）
と

扱
う

こ
と

を
認

め
る

。
・

人
員

配
置

基
準

や
報

酬
算

定
に

お
い

て
「

常
勤

」
で

の
配

置
が

求
め

ら
れ

る
職

員
が

、
産

前
産

後
休

業
や

育
児

・
介

護
休

業
等

を
取

得
し

た
場

合
に

、
同

等
の
資

質
を

有
す

る
複

数
の

非
常

勤
職

員
を

常
勤

換
算

す
る

こ
と

で
、

人
員

配
置

基
準

を
満

た
す

こ
と

を
認

め
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

常
勤

職
員

の
割

合
を

要
件

と
す

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
等

の
加

算
に

つ
い

て
、

産
前

産
後

休
業

や
育

児
・

介
護

休
業

等
を

取
得

し
た

場
合

、
当

該
職

員
に

つ
い

て
も

常
勤

職
員

の
割

合
に

含
め

る
こ

と
を

認
め

る
。

概
要

４
．
（
１
）
⑥

人
員

配
置

基
準

に
お
け
る
両

立
支

援
へ
の
配

慮

【
全

サ
ー

ビ
ス

★
】

（
参
考
）

医
療
従
事
者
の

負
担
軽
減
・
人
材
確
保
に
つ
い
て

（平
成
28
年
度
診
療
報
酬
改
定
）

7



11
5

○
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の
適

切
な

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
策

を
強

化
す

る
観

点
か

ら
、

全
て

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

に
、

男
女

雇
用

機
会

均
等

法
等

に
お

け
る

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
策

に
関

す
る

事
業

者
の

責
務

を
踏

ま
え

つ
つ

、
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
対

策
を

求
め

る
こ

と
と

す
る

。
【

省
令

改
正

】

概
要

４
．
（
１
）
⑦

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対

策
の
強

化

基
準

○
運

営
基

準
（

省
令

）
に

お
い

て
、

以
下

を
規

定
（

※
訪

問
介

護
の

例
）

「
指

定
訪

問
介

護
事

業
者

は
、

適
切

な
指

定
訪

問
介

護
の

提
供

を
確

保
す

る
観

点
か

ら
、

職
場

に
お

い
て

行
わ

れ
る

性
的

な
言

動
又

は
優

越
的

な
関

係
を

背
景

と
し

た
言

動
で

あ
っ

て
業

務
上

必
要

か
つ

相
当

な
範

囲
を

超
え

た
も

の
に

よ
り

訪
問

介
護

員
等

の
就

業
環

境
が

害
さ

れ
る

こ
と

を
防

止
す

る
た

め
の

方
針

の
明

確
化

等
の

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
」

※
併
せ
て
、
留
意
事
項
通
知
に
お
い
て
、
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
の
方
針
の
明
確
化
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
も
推
奨
す
る
。

（
参

考
）

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
策

に
関

す
る

事
業

主
へ

の
義

務
付

け
の

状
況

・
職
場

に
お
け

る
セ

ク
シ
ュ

ア
ル
ハ

ラ
ス

メ
ン
ト

に
つ
い

て
は

男
女
雇

用
機
会

均
等

法
に
お

い
て
、

職
場

に
お

け
る

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン
ト

に
つ
い

て
は

労
働
施

策
総
合

推
進

法
に
お

い
て
、

事
業

主
に
対

し
て
、

事
業

主
の
方

針
等
の

明
確

化
や
相

談
体
制

の
整

備
等
の

雇
用
管

理
上

の
措
置

を
講

じ
る
こ

と
を
義

務
付

け
て
い

る
。
（

パ
ワ

ー
ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
の
義

務
付

け
に
つ

い
て
、

大
企

業
は
令

和
２
年

６
月

1
日
、

中
小

企
業
は

令
和
４

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
（

そ
れ
ま

で
は
努

力
義

務
）
）

・
職
場

関
係
者

以
外

の
サ
ー

ビ
ス
利

用
者

等
か
ら

の
ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
に

関
し
て

は
、

①
セ

ク
シ
ュ

ア
ル

ハ
ラ
ス

メ
ン
ト

に
つ

い
て
は

、
指
針

に
お

い
て
、

男
女
雇

用
機

会
均
等

法
（
昭

和
4
7
年
法

律
第

1
1
3
号
）

に
お
い

て
事

業
主
に

対
し
て

義
務

付
け
て

い
る

雇
用
管

理
上
の

措
置

義
務
の

対
象
に

含
ま

れ
る
こ

と
が
明

確
化

さ
れ
た

（
令
和

２
年

６
月
１

日
よ
り

）
。

②
パ

ワ
ー
ハ

ラ
ス

メ
ン
ト

に
つ
い

て
は

、
法
律

に
よ
る

事
業

主
の
雇

用
管
理

上
の

措
置
義

務
の
対

象
で

は
な

い
も

の
の

、
指

針
に

お
い
て

、
事
業

主
が

雇
用
管

理
上
行

う
こ

と
が
「

望
ま
し

い
取

組
」
の

と
し
て

防
止

対
策
を

記
載
し

て
い

る
（
令

和
２
年

６
月

１
日
よ

り
）
。

※
職

場
に

お
け

る
セ

ク
シ

ュ
ア

ル
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
＝

職
場

に
お

い
て

行
わ

れ
る

性
的

な
言

動
に

対
す

る
労

働
者

の
対

応
に

よ
り

当
該

労
働

者
が

そ
の

労
働

条
件

に
つ

き
不

利
益

を
受

け
る

も
の

又
は

当
該

性
的

な
言

動
に

よ
り

労
働

者
の

就
業

環
境

が
害

さ
れ

る
も

の
。

※
職

場
に

お
け

る
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

＝
職

場
に

お
い

て
行

わ
れ

る
ⅰ

優
越

的
な

関
係

を
背

景
と

し
た

言
動

で
あ

っ
て

、
ⅱ

業
務

上
必

要
か

つ
相

当
な

範
囲

を
超

え
た

も
の

に
よ

り
、

ⅲ
労

働
者

の
就

業
環

境
が

害
さ

れ
る

も
の

で
あ

り
、

ⅰ
か

ら
ⅲ

ま
で

の
要

素
を

全
て

満
た

す
も

の
。

【
全

サ
ー

ビ
ス

★
】
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12
0

○
運

営
基

準
や

加
算

の
要

件
等

に
お

い
て

実
施

が
求

め
ら

れ
る

各
種

会
議

等
（

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

て
の

実
施

が
求

め
ら

れ
る

も
の

を
除

く
）
に

つ
い

て
、

感
染

防
止

や
多

職
種

連
携

の
促

進
の

観
点

か
ら

、
以

下
の

見
直

し
を

行
う

。
【
省

令
改
正
、
告

示
改

正
、
通
知
改

正
】

・
利

用
者

等
が

参
加

せ
ず

、
医

療
・

介
護

の
関

係
者

の
み

で
実

施
す

る
も

の
に

つ
い

て
、

「
医

療
・

介
護

関
係

事
業

者
に

お
け

る
個

人
情

報
の

適
切

な
取

扱
の

た
め

の
ガ

イ
ダ

ン
ス

」
及

び
「

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

の
安

全
管

理
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

等
を

参
考

に
し

て
、

テ
レ

ビ
電

話
等

を
活

用
し

て
の

実
施

を
認

め
る

。

・
利

用
者

等
が

参
加

し
て

実
施

す
る

も
の

に
つ

い
て

、
上

記
に

加
え
て

、
利

用
者

等
の

同
意

を
得

た
上

で
、

テ
レ

ビ
電

話
等

を
活

用
し

て
の

実
施

を
認

め
る

。

概
要

４
．
（
２
）
④

会
議

や
多

職
種

連
携

に
お
け
る
IC
T
の
活

用

【
全

サ
ー

ビ
ス

★
】

9



13
6

○
利

用
者

の
利

便
性

向
上

や
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の
業

務
負

担
軽

減
の

観
点

か
ら

、
政

府
の

方
針

も
踏

ま
え

、
ケ

ア
プ

ラ
ン

や
重

要
事

項
説

明
書

等
に

お
け

る
利

用
者

等
へ

の
説

明
・

同
意

に
つ

い
て

、
以

下
の

見
直

し
を

行
う

。
【

省
令

改
正

、
通

知
改

正
】

ア
書

面
で

説
明

・
同

意
等

を
行

う
も

の
に

つ
い

て
、

電
磁

的
記

録
に

よ
る

対
応

を
原

則
認

め
る

こ
と

と
す

る
。

イ
利

用
者

等
の

署
名

・
押

印
に

つ
い

て
、

求
め

な
い

こ
と

が
可

能
で

あ
る

こ
と

及
び

そ
の
場

合
の

代
替

手
段

を
明

示
す

る
と

と
も

に
、

様
式

例
か

ら
押

印
欄

を
削

除
す

る
。

概
要

４
．
（
３
）
①

利
用

者
へ
の
説

明
・
同

意
等

に
係

る
見

直
し

【
全

サ
ー

ビ
ス

★
】

10



13
7

○
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の
業

務
負

担
軽

減
や

い
わ

ゆ
る

ロ
ー

カ
ル

ル
ー

ル
の

解
消

を
図

る
観

点
か

ら
、

運
営

規
程

や
重

要
事

項
説

明
書

に
記

載
す

る
従

業
員

の
「

員
数

」
に

つ
い

て
、

「
○

○
人

以
上

」
と

記
載

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

こ
と

及
び

運
営

規
程

に
お

け
る

「
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
」

に
つ

い
て

、
そ

の
変

更
の

届
出

は
年

１
回

で
足

り
る

こ
と

を
明

確
化

す
る

。
【

通
知

改
正

】

概
要

４
．
（
３
）
②

員
数

の
記

載
や
変

更
届

出
の
明

確
化

【
全

サ
ー

ビ
ス

★
】

11



13
8

○
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の
業

務
負

担
軽

減
や

い
わ

ゆ
る

ロ
ー

カ
ル

ル
ー

ル
の

解
消

を
図

る
観

点
か

ら
、

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
に

お
け

る
諸

記
録

の
保

存
、

交
付

等
に

つ
い

て
、

適
切

な
個

人
情

報
の

取
り

扱
い

を
求

め
た

上
で

、
電

磁
的

な
対

応
を

原
則

認
め

る
こ

と
と

し
、

そ
の

範
囲

を
明

確
化

す
る

。
【

省
令

改
正

】

○
記

録
の

保
存

期
間

に
つ

い
て

、
他

の
制

度
の

取
り

扱
い

も
参

考
と

し
つ

つ
、

明
確

化
を

図
る

。

概
要

４
．
（
３
）
③

記
録

の
保

存
等

に
係

る
見

直
し

【
全

サ
ー

ビ
ス

★
】

12



13
9

○
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の
業

務
負

担
軽

減
や

利
用

者
の

利
便

性
の

向
上

を
図

る
観

点
か

ら
、

運
営

規
程

等
の

重
要

事
項

に
つ

い
て

、
事

業
所

の
掲

示
だ

け
で

な
く

、
閲

覧
可

能
な

形
で

フ
ァ

イ
ル

等
で

備
え

置
く

こ
と

等
を

可
能

と
す

る
。

【
省

令
改

正
】

概
要

４
．
（
３
）
④

運
営

規
程

等
の
掲

示
に
係

る
見

直
し

【
全

サ
ー

ビ
ス

★
】

13



15
9

〇
全

て
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
を

対
象

に
、

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
観

点
か

ら
、

虐
待

の
発

生
又

は
そ

の
再

発
を

防
止

す
る

た
め

の
委

員
会

の
開

催
、

指
針

の
整

備
、

研
修

の
実

施
、

担
当

者
を

定
め

る
こ

と
を

義
務

づ
け

る
。

そ
の

際
、

３
年

の
経

過
措

置
期

間
を

設
け

る
こ

と
と

す
る

。
【

省
令

改
正

】

概
要

６
．
②

高
齢

者
虐

待
防

止
の
推

進

○
運

営
基

準
（

省
令

）
に

以
下

を
規

定
・

入
所

者
・

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
、

必
要

な
体

制
の

整
備

を
行

う
と

と
も

に
、

そ
の

従
業
者

に
対

し
、

研
修

を
実

施
す

る
等

の
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

旨
を

規
定

。

・
運

営
規

程
に

定
め

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事

項
と

し
て

、
「

虐
待

の
防

止
の

た
め

の
措

置
に

関
す

る
事

項
」

を
追

加
。

・
虐

待
の

発
生
又

は
そ

の
再

発
を

防
止

す
る

た
め

、
以

下
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
旨

を
規

定
。

ｰ
虐

待
の

防
止

の
た

め
の

対
策

を
検

討
す

る
委

員
会

（
テ

レ
ビ

電
話

装
置

等
の

活
用

可
能

）
を

定
期

的
に

開
催

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
に

つ
い

て
、

従
業

者
に

周
知

徹
底

を
図

る
こ

と
ｰ

虐
待

の
防

止
の

た
め

の
指

針
を

整
備

す
る

こ
と

ｰ
従

業
者

に
対

し
、

虐
待

の
防

止
の

た
め

の
研

修
を

定
期

的
に

実
施

す
る

こ
と

ｰ
上

記
措

置
を

適
切

に
実

施
す

る
た

め
の

担
当

者
を

置
く

こ
と

（
※

３
年

の
経

過
措

置
期

間
を

設
け

る
。

）

基
準

【
全

サ
ー

ビ
ス

★
】
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